
社会福祉系大学図書館会議会則  
 

（名称） 

第 1 条 本会は、社会福祉系大学図書館会議と称する。 

 

（目的） 

第 2 条 本会は会員相互の協力により、社会福祉に関する学術情報について研究、調査を

行い、社会福祉研究の進歩発展に寄与することを目的とし、あわせて会員相互

の親睦を図るものとする。 

 

（事業） 

第 ３ 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう 

1 社会福祉系大学図書館の管理、運用、技術に関する調査研究 

2 図書文献の交換、補充、相互貸借,複写利用などの相互協力 

3 社会福祉系大学図書館相互の親睦、機能の増進、関係団体機関との協力提携 

4 社会福祉系大学図書館員の育成ならびに資質向上 

5 そのほか目的達成のための事業 

 

（組織） 

第 ４ 条 本会は、第２条に賛同する大学図書館をもって組織する。会員の加入等関する

細則は別に定める。 

 

（幹事館） 

第 ５ 条 本会に幹事館をおく。幹事館は加盟館の持廻りとし、翌年の幹事館の選出は互

選とする。 

 

（任期） 

第 ６ 条 幹事館の任期は、1 年とし,毎年４月 1 日から３月３１日とする。 

 

（会議） 

第 ７ 条 本会の定時会議は年１回とし、必要に応じて臨時会議を開催することができる。

会議は当番校図書館長が招集する。 

会議は加盟館の３分の 2 以上の出席をもってするものとする。 

臨時会議は当番校が必要と認めたとき、または加盟館の３分の２以上の請求が

あるとき、開催するものとする。 

 



（審議事項） 

第 8 条 本会の会議は、次の事項を審議する。 

1 事業計画および事業報告 

2 予算および決算 

3 会則の変更 

4 加盟館の入会、退会 

5 その他 

 

（会費） 

第 ９ 条 本会の経費は会費、参加費その他の収入をもって充てる。 

会費は加盟館１館当たり年額 15,000 円とし、参加費については総会の都度、当

番校において参加者数に応じて適当な金額を加盟館に請求するものとする。 

 

（細則） 

第 1 0 条 細則の制定、改廃については、本会の会議で検討し、各館において、館長の承

認を得た後施行する。 

 

（記録） 

第 1 1 条 本会の会議録は、幹事館で作成する。 

 

 

  附則 この会則は、平成 10年 9 月 22 日から施行する。 


